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新旧対照表 

（件名）鳥羽市国民健康保険税条例（昭和35年条例第2号） 

改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規

定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）と同

一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月（以下

この号において「特定月」という。）以後５年を経過する月までの間に

あるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次

号、第７条の３及び第23条第１項において同じ。）及び特定継続世帯

（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であ

って特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する

月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限

る。）をいう。第３号、第７条の３及び第23条第１項において同じ。）

以外の世帯 23,000円 

(１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規

定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）と同

一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月（以下

この号において「特定月」という。）以後５年を経過する月までの間に

あるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次

号、第７条の３及び第23条において同じ。）及び特定継続世帯（特定同

一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定

月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する月までの

間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をい

う。第３号、第７条の３及び第23条において同じ。）以外の世帯 

23,000円 

(２)・(３) （略） 

 

(２)・(３) （略） 

 

（納税義務の発生、消滅等に伴う賦課） （納税義務の発生、消滅等に伴う賦課） 

第13条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が生じた者には、その発

生した日の属する月から月割をもって算定した第２条第１項の額（第23条

の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額

とする。以下この条において同じ。）を課する。 

第13条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が生じた者には、その発

生した日の属する月から月割をもって算定した第２条第１項の額（第23条

の規定による減額が行われた場合には、同条の国民健康保険税の額とす

る。以下この条において同じ。）を課する。 

２～８ （略） ２～８ （略） 
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改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

  

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対し

て課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及

びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が63万円を超える

場合には、63万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ

及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が19万円を超え

る場合には、19万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及

びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を超える

場合には、17万円）の合算額とする。 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対し

て課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及

びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が63万円を超える

場合には、63万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ

及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が19万円を超え

る場合には、19万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及

びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を超える

場合には、17万円）の合算額とする。 

(１) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法

第703条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和40年法

律第33号）第28条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定

する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の

収入金額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同

じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第703条

の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第３項に規定す

る公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除

額の控除を受けた者（年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収

入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公

的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与所得

を有する者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者

等の数」という。）が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得

(１) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額

が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第

703条の５に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第33

号）第28条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給

与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金

額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）

の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第703条の５に

規定する総所得金額に係る所得税法第35条第３項に規定する公的年金等

に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受

けた者（年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万

円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収

入金額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を

除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」とい

う。）が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から
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改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）

を超えない世帯に係る納税義務者 

１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世

帯に係る納税義務者 

ア～カ （略） ア～カ （略） 

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円

を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者

１人につき285,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前号に該当する者を除く。） 

(２) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額

が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあ

っては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗

じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人

につき285,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前

号に該当する者を除く。） 

ア～カ （略） ア～カ （略） 

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円

を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者

１人につき52万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前

２号に該当する者を除く。） 

(３) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額

が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあ

っては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗

じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人

につき52万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号

に該当する者を除く。） 

ア～カ （略） ア～カ （略） 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の

最初の３月31日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある

場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額（当該納税

義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に

規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険

者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げ
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改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める

額 

 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 4,080円  

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 6,800円  

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 10,880円  

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 13,600円  

(２) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人につ

いて次に定める額 

 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 975円  

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 1,625円  

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 2,600円  

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 3,250円 

 

 

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

第23条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属

する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保

険者等（法第703条の５の２第２項に規定する特例対象被保険者等をい

う。第24条の２において同じ。）である場合における第３条及び前条第１

項の規定の適用については、第３条第１項中「規定する総所得金額」とあ

るのは「規定する総所得金額（第23条の２に規定する特例対象被保険者等

の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得に

ついては、所得税法第28条第２項の規定によって計算した金額の100分の

第23条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属

する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保

険者等（法第703条の５の２第２項に規定する特例対象被保険者等をい

う。第24条の２において同じ。）である場合における第３条及び前条の規

定の適用については、第３条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは

「規定する総所得金額（第23条の２に規定する特例対象被保険者等の総所

得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得について

は、所得税法第28条第２項の規定によって計算した金額の100分の30に相
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改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。）」と、「同条

第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、前条第１項第１号中

「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額（次条に規定する特例対象被

保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給

与所得については、所得税法第28条第２項の規定によって計算した金額の

100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第３号において同

じ。）及び」とする。 

 

当する金額によるものとする。次項において同じ。）」と、「同条第２

項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、前条第１号中「総所得金

額」とあるのは「総所得金額（次条に規定する特例対象被保険者等の総所

得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得について

は、所得税法第28条第２項の規定によって計算した金額の100分の30に相

当する金額によるものとする。次号及び第３号において同じ。）」とす

る。 

 

附 則 附 則 

１～３ （略） １～３ （略） 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

４ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第３項に規定する公

的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額（年

齢65歳以上の者に係るものに限る。）の控除を受けた場合における第23条

第１項の規定の適用については、同項中「法第703条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の５第１項に規

定する総所得金額（所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所

得については、同条第２項第１号の規定によって計算した金額から15万円

を控除した金額によるものとする。）及び山林所得金額」と、「110万

円」とあるのは「125万円」とする。 

４ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第３項に規定する公

的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額（年

齢65歳以上の者に係るものに限る。）の控除を受けた場合における第23条

の規定の適用については、同条中「法第703条の５に規定する総所得金額

及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の５に規定する総所得金額

（所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得については、同

条第２項第１号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額に

よるものとする。）及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125

万円」とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第33条の２第５項の配当所得等を有する場合におけ

る第３条、第６条、第８条及び第23条第１項の規定の適用については、第

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第33条の２第５項の配当所得等を有する場合におけ

る第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用については、第３条第
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３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」

と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第23

条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と

する。 

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33

条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第23条

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33

条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第34条第４項の譲渡所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条及び第23条第１項の規定の適用については、第３条第

１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租

税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２項、

第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第

35条の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定に該当する場合に

は、これらの規定の適用により同法第31条第１項に規定する長期譲渡所得

の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の

長期譲渡所得の金額」という。）の合計額から法第314条の２第２項」

と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並び

に控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第４項に

規定する長期譲渡所得の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規定する長期

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第34条第４項の譲渡所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別

措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34条

第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の

２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定に該当する場合には、これ

らの規定の適用により同法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の金額か

ら控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡

所得の金額」という。）の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び

山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の

長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第４項に規定する長

期譲渡所得の金額」と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」
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譲渡所得の金額」とする。 とする。 

７ （略） ７ （略） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得等を

有する場合における第３条、第６条、第８条及び第23条第１項の規定の適

用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲

渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林

所得金額又は法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所

得等の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額」とする。 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得等を

有する場合における第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額

又は法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額」と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

９ （略） ９ （略） 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得

等を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第23条第１項の規定

の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得

等を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用

については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡

所得等の金額」と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林
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は「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

所得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所得

を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第23条第１項の規定の

適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑

所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の

金額」とする。 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第35条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所得

を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等

の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、

第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第33条の３第５項の事業所得又は雑所得を有する場

合における第３条、第６条、第８条及び第23条第１項の規定の適用につい

ては、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金

額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第23

条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とす

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第33条の３第５項の事業所得又は雑所得を有する場

合における第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」

と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第23条中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条

の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 
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る。 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項に規定する特

例適用利子等、同法第12条第５項に規定する特例適用利子等又は同法第16

条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所

得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及

び第23条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金額

の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37

年法律第144号）第８条第２項（同法第12条第５項及び第16条第２項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条

及び第23条第１項において「特例適用利子等の額」という。）の合計額か

ら法第314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは

「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利

子等の額」と、第23条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに特例適用利子等の額」とする。 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項に規定する特

例適用利子等、同法第12条第５項に規定する特例適用利子等又は同法第16

条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所

得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及

び第23条の規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金額の合計

額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得

に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律

第144号）第８条第２項（同法第12条第５項及び第16条第２項において準

用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び第

23条において「特例適用利子等の額」という。）の合計額から法第314条

の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額

並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、

第23条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子

等の額」とする。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第12条

第６項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第３項に規定する特例適

用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第３

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第12条

第６項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第３項に規定する特例適

用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第３



10 

10 

改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

条、第６条、第８条及び第23条第１項の規定の適用については、第３条第

１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金

額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等

に関する法律第８条第４項（同法第12条第６項及び第16条第３項において

準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この条及び

第23条第１項において「特例適用配当等の額」という。）の合計額から法

第314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林

所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の

額」と、第23条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並び

に特例適用配当等の額」とする。 

条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用については、第３条第１項中

「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並び

に外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律第８条第４項（同法第12条第６項及び第16条第３項において準用す

る場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この条及び第23条

において「特例適用配当等の額」という。）の合計額から法第314条の２

第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並び

に特例適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第

23条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等

の額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等に係る利

子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条及び第23条第１項の規定の適用については、第３

条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地

方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実

施特例法」という。）第３条２の２第10項に規定する条約適用利子等の額

の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額

（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の

２の２第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等に係る利

子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用については、第３条第１

項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条２の２第10項に規定する条約適用利子等の額の合計

額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第

10項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は
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改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約

等実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額」と、

第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等

の額」とする。 

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特

例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第23条中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実

施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条

約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条及び第23条第１項の規定の適用については、第３

条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地

方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実

施特例法」という。）第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の

額の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額

（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の

２の２第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約

等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額」と、

第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等

の額」とする。 

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条

約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適用については、第３条第１

項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額の合

計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２

第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施

特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第23条

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等

実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額」とす

る。 

17・18 （略） 17・18 （略） 
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新旧対照表 

（件名）鳥羽市国民健康保険条例（昭和34年条例第4号）（第１条による改正） 

改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

（出産育児一時金） （出産育児一時金） 

第６条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主

に対し、出産育児一時金として408,000円を支給する。ただし、市長が健

康保険法施行令（大正15年勅令第243号）第36条の規定を勘案し、必要が

あると認めるときは、これに12,000円を加算するものとする。 

第６条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主

に対し、出産育児一時金として404,000円を支給する。ただし、市長が健

康保険法施行令（大正15年勅令第243号）第36条の規定を勘案し、必要が

あると認めるときは、これに16,000円を加算するものとする。 

２ （略） 

 

２ （略） 
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新旧対照表 

（件名）鳥羽市国民健康保険条例の一部を改正する条例（令和２年条例第16号）（第２条による改正） 

改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

 

附 則 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第２条から第４条まで

の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から令和４年

３月31日までの間に属する場合に適用することとする。 

 

 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第２条から第４条まで

の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から令和３年

12月31日までの間に属する場合に適用することとする。 
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新旧対照表 

（件名）鳥羽市企業誘致促進条例（平成13年条例第3号） 

改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(１) 工場等 次に掲げるいずれかの事業の用に供する施設をいう。 (１) 工場 物品の製造（加工及び修理を含む。）又は研究開発の事業の

用に供する施設をいう。 

ア 統計法（平成19年法律第53号）第２条第９項に規定する統計基準で

ある日本標準産業分類（以下「日本標準産業分類」という。）の大分

類において製造業に属する事業 

 

イ 日本標準産業分類の中分類において学術・開発研究機関に属する事

業 

 

ウ その他市長が本市における地域内経済循環の効果が高いと認める事

業 

 

(２) 新設 市内に工場等を有しない者が、新たに工場等を設置すると

き、又は市内に工場等を有する者が当該工場等と異なった業種の工場等

を設置することをいう。 

(２) 新設 市内に工場を有しない者が、新たに工場を設置するとき、又

は市内に工場を有する者が当該工場と異なった業種の工場を設置するこ

とをいう。 

(３) 増設 市内に工場等を有する者が、その工場等の施設及び設備を拡

張若しくは増加して設置することをいう。 

(３) 増設 市内に工場を有する者が、その工場の施設及び設備を拡張若

しくは増加して設置することをいう。 

(４) （略） (４) （略） 

(５) 投下固定資産額 工場等の用に供する土地、家屋及び償却資産の取

得価格の合計額をいう。 

(５) 投下固定資産額 工場の用に供する土地、家屋及び償却資産の取得

価格の合計額をいう。 

(６) （略） 

 

(６) （略） 

 

（奨励金の額） （奨励金の額） 
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改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

第３条 市長は、次条の規定に基づき指定した事業者（以下「指定事業

者」という。）に対し、奨励措置として、当該指定事業者の設置する工場

等が操業を開始した後、最初に固定資産税が賦課される年度（以下「基準

年度」という。）から３年間企業誘致奨励金（以下「奨励金」という。）

を交付する。 

第３条 市長は、第４条の規定に基づき指定した事業者（以下「指定事業

者」という。）に対し、奨励措置として、当該指定事業者の設置する工場

が操業を開始した後、最初に固定資産税が賦課される年度（以下「基準年

度」という。）から３年間企業誘致奨励金（以下「奨励金」という。）を

交付する。 

２ 奨励金の額は、設置に係る工場等の土地、家屋及び償却資産に対する

固定資産税額に相当する額とする。ただし、奨励金の３年間の合計額は、

３億円を超えることができない。 

２ 奨励金の額は、設置に係る工場の土地、家屋及び償却資産に対する固

定資産税額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、奨励

金の３年間の合計額は、３億円を超えることができない。 

削除 (１) 基準年度においては、100分の100とする。 

削除 (２) 基準年度の翌年度においては、100分の75とする。 

削除 (３) 基準年度の翌々年度においては、100分の50とする。 

３・４ （略） 

 

３・４ （略） 

 

（事業者の指定） （事業者の指定） 

第４条 この条例により奨励措置の適用を受けることができる事業者は、

工場等を新設又は増設する場合において、投下固定資産額が5,000万円以

上かつ常時雇用される従業員の数が20人（中小企業にあっては、10人）以

上で、市長が適当と認めたものとする。 

第４条 この条例により奨励措置の適用を受けることができる事業者は、

工場を新設又は増設する場合において、投下固定資産額が１億円以上かつ

常時雇用される従業員の数が20人（中小企業にあっては、10人）以上で、

市長が適当と認めたものとする。 

２ （略） 

 

２ （略） 

 

（指定の取消し等） （指定の取消し等） 

第６条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指

定を取り消すことができる。 

第６条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指

定を取り消すことができる。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

(３) 工場等の操業を休止し、又は廃止したとき。 (３) 工場の操業を休止し、又は廃止したとき。 
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改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

(４) （略） (４) （略） 

２ （略） 

 

２ （略） 

 

（報告） （報告） 

第７条 市長は、指定事業者に対し、工場等の設置その他必要な事項につ

いて報告を求めることができる。 

 

第７条 市長は、指定事業者に対し、工場の設置その他必要な事項につい

て報告を求めることができる。 
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新旧対照表 

（件名）鳥羽市学校設置条例（昭和39年条例第34号） 

改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 中学校 (２) 中学校 

（略） 

鳥羽市立加茂中学校 鳥羽市岩倉町105番地 
 

（略） 

鳥羽市立加茂中学校 鳥羽市岩倉町105番地 

鳥羽市立長岡中学校 鳥羽市相差町1910番地 
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新旧対照表 

（件名）鳥羽市定期航路運航条例（昭和46年条例第5号） 

改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

別表第２（第６条関係） 荷物運賃 

１ 手荷物 

別表第２（第６条関係） 荷物運賃 

１ 手荷物 

区分 

手荷物 

受託手荷物 

特殊手荷物 

航路（鳥羽～） 自転車 原動機付自転車 

坂手 
円 

100 

円 

 

円 

 

桃取・菅島 130 140 290 

答志・神島 150   

備考 

 １ この表において「原動機付自転車」とは、道路交通法（昭和35年

法律第105号）第２条第１項第10号に規定する原動機付自転車をい

い、「自転車」とは、同項第11号の２に規定する自転車をいう。 

 ２ 離島間を運航する航路については、坂手～菅島間は「坂手」の、

神島～答志間及び神島～菅島間は「桃取・菅島」の、答志～神島

（経由）～菅島間及び坂手～鳥羽（経由）～答志間は「答志・神

島」の航路に係る運賃をそれぞれ適用する。 

 

区分 

手荷物 

受託手荷物 

特殊手荷物 

区間 

自転車 

小児用車両 

キャリーカート 

リヤカー 

原動機付自転車 

５㎞まで 
円 

100 

円 

 

円 

 

10㎞まで 130 140 290 

20㎞まで 150   
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改 正 案 （新） 現  行 （旧） 

２ 小荷物及び貨物 ２ 小荷物及び貨物運賃 

重量 
10㎏

まで 

20㎏

まで 

30㎏

まで 

40㎏

まで 

50㎏

まで 

60㎏

まで 
容積 航路（鳥羽～） 

200㎝ 

まで 

 

坂手 

円 

100 

円 

110 

円 

180 

円 

230 

円 

300 

円 

350 

桃取・菅島 130 180 230 350 440 460 

答志・神島 150 190 250 370 480 490 

250㎝ 

まで 

坂手 110 180 230 300 350 460 

桃取・菅島 180 230 350 440 460 490 

答志・神島 190 240 370 480 490 600 

300㎝ 

まで 

坂手 180 230 300 350 460 490 

桃取・菅島 230 350 440 460 490 600 

答志・神島 240 370 480 490 600 750 

350㎝ 

まで 

坂手 230 300 350 460 490 600 

桃取・菅島 350 440 460 490 600 750 

重量 
10 ㎏

まで 

20 ㎏

まで 

30 ㎏

まで 

40 ㎏

まで 

50 ㎏

まで 

60 ㎏

まで 
容積 距離 

200㎝ 

まで 

 

５㎞まで 

円 

100 

円 

110 

円 

180 

円 

230 

円 

300 

円 

350 

10㎞まで 130 180 230 350 440 460 

20㎞まで 150 190 250 370 480 490 

250㎝ 

まで 

５㎞まで 110 180 230 300 350 460 

10㎞まで 180 230 350 440 460 490 

20㎞まで 190 240 370 480 490 600 

300㎝ 

まで 

５㎞まで 180 230 300 350 460 490 

10㎞まで 230 350 440 460 490 600 

20㎞まで 240 370 480 490 600 750 

350㎝ 

まで 

５㎞まで 230 300 350 460 490 600 

10㎞まで 350 440 460 490 600 750 
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答志・神島 370 480 490 600 750 890 

400㎝ 

まで 

坂手 300 350 460 490 600 750 

桃取・菅島 440 460 490 600 750 890 

答志・神島 480 490 600 750 890 1,040 
 

20㎞まで 370 480 490 600 750 890 

400㎝ 

まで 

５㎞まで 300 350 460 490 600 750 

10㎞まで 440 460 490 600 750 890 

20㎞まで 480 490 600 750 890 1,040 
 

備考 

１ 容積区分は、３辺の和とする。 

 ２ 離島間を運航する航路については、坂手～菅島間は「坂手」の、

神島～答志間及び神島～菅島間は「桃取・菅島」の、答志～神島

（経由）～菅島間及び坂手～鳥羽（経由）～答志間は「答志・神

島」の航路に係る運賃をそれぞれ適用する。 

３ 運賃表の容積又は重量を超える貨物については、運送可能な場合

につき申し受けるものとし、当該貨物の不足分の容積又は重量を加

算した運賃とする。 

 

 

（注）容積区分は、３辺の和とする。 

 


